
議
案
第
三
十
九
号 

 
 
 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の

制
定
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。 

令
和
七
年
九
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提
出
者 

 

中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

平 
 

林 
 

治 
 

樹 

 

 
 
 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
四
月
中
央
区
教
育

委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
四
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

九 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
部
分
休
業
を
承
認
さ
れ
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 

第
三
十
条
第
十
一
項
中
「
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。 

第
三
十
条
の
二
第
二
項
中
「
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
よ
る
部
分
休
業
」

の
下
に
「
（
以
下
「
第
一
号
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
当
該
部
分
休
業
」
を
「
当
該
第
一
号
部
分
休
業
」
に

改
め
る
。 

第
三
十
条
の
三
第
二
項
中
「
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
部
分
休
業
」
を

「
第
一
号
部
分
休
業
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
た
だ
し
書
中
「
で
な
い
。
」
の
下
に
「
ま
た
、
中
央
区
職
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
第
二
号
部
分
休
業
に
係
る
申
出
（
申
出
内
容
の
変
更
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）

を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
を
加
え
る
。 



第
三
十
条
の
七
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。 

 
（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
三
十
条
の
八 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
「
出
生
時
両

立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
制
度
又
は
措
置
と
す
る
。 

 

一 

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務 

 

二 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業 

 

三 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
深
夜
勤
務
の
制
限 

 

四 

条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

 

五 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

 

六 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
間 

 

七 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
産
支
援
休
暇 

 

八 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇 

 

九 

条
例
第
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇 

第
三
十
条
の
九 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等 

 

二 

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
先
、
申
告
先
又
は
申
請
先 

 

三 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
短
勤
務
手
当
金
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る

給
付
に
関
す
る
必
要
な
事
項 

第
三
十
条
の
十 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
項
の
各
号
に
掲
げ

る
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
（
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員



が
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
一 

面
談
に
よ
る
方
法 

 

二 
書
面
を
交
付
す
る
方
法 

 

三 

電
子
メ
ー
ル
等
の
送
信
に
よ
る
方
法
（
当
該
職
員
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
等
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
三
十
条
の
十
一 
条
例
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
三
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

始
業
又
は
終
業
の
時
刻 

 

二 

勤
務
の
場
所 

 

三 

業
務
量
の
調
整 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
事
項 

第
三
十
条
の
十
二 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
二
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す

る
職
員
の
子
が
、
一
歳
十
一
月
に
達
す
る
日
の
翌
々
日
か
ら
二
歳
十
一
月
に
達
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
一
年
間
と
す
る
。 

第
三
十
条
の
十
三 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
二
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
「
育
児
期

両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
制
度
又
は
措
置
と
す
る
。 

 

一 

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務 

 

二 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業 

 

三 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
深
夜
勤
務
の
制
限 

 

四 

条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

 

五 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 



 
六 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇 

 
七 

条
例
第
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇 

第
三
十
条
の
十
四 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
二
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。 

 

一 

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等 

 

二 

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
先
、
申
告
先
又
は
申
請
先 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

明
） 

 
 
 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
５
号
）
及
び
育
児
休
業
、

介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第
４
２
号
）
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
部
分
休
業
の
取
得
パ
タ
ー
ン
拡
大
及

び
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
制
度
の
利
用
に
関
す
る
職
員
へ
の
意
向
確
認
等
が
義
務
化
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
議
案
を
提

出
し
ま
す
。 



新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

〇 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
四
月
中
央
区
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三

号
） 

新 

旧 

（
年
次
有
給
休
暇
の
繰
越
し
） 

（
年
次
有
給
休
暇
の
繰
越
し
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

２
及
び
３ 

（
略
） 

４ 

勤
務
実
績
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
は
、
勤
務

し
た
日
数
と
み
な
す
。 

４ 

勤
務
実
績
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
は
、
勤
務

し
た
日
数
と
み
な
す
。 

一 

超
勤
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日
等
、
休
日
及
び
代
休
日 

一 

超
勤
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日
等
、
休
日
及
び
代
休
日 

二 

条
例
第
十
五
条
、
第
十
六
条
（
日
を
単
位
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）
、

第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ

た
期
間 

二 

条
例
第
十
五
条
、
第
十
六
条
（
日
を
単
位
と
す
る
場
合
を
除
く
。
）
、

第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ

た
期
間 

三 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
中
央
区
職
員
の
処

遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
四
月
中
央
区
条
例
第
四
号
）
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 

三 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
中
央
区
職
員
の
処

遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
四
月
中
央
区
条
例
第
四
号
）
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 

四 

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派

遣
さ
れ
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 
四 

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派

遣
さ
れ
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 

五 

公
務
上
の
傷
病
又
は
通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
期

間 

五 

公
務
上
の
傷
病
又
は
通
勤
に
よ
る
傷
病
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
期

間 

六 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
承
認
さ
れ

六 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
承
認
さ
れ



新 

旧 
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 

て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 
七 
中
央
区
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
職
務

に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 

七 

中
央
区
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
職
務

に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 

八 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
の
減
額
を
免
除
す
る
こ
と
の
で

き
る
場
合
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
四
月
中
央
区
教
育
委

員
会
規
則
第
十
六
号
）
別
表
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
事
由
に
該
当

す
る
場
合
で
勤
務
で
き
な
か
っ
た
期
間 

八 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与
の
減
額
を
免
除
す
る
こ
と
の
で

き
る
場
合
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
四
月
中
央
区
教
育
委

員
会
規
則
第
十
六
号
）
別
表
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
事
由
に
該
当

す
る
場
合
で
勤
務
で
き
な
か
っ
た
期
間 

 

九 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
部
分
休
業
を
承
認
さ

れ
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間 

 

（
介
護
休
暇
） 

（
介
護
休
暇
） 

第
三
十
条 

（
略
） 

第
三
十
条 

（
略
） 

２
か
ら
10
ま
で 

（
略
） 

２
か
ら
10
ま
で 

（
略
） 

11 

時
間
を
単
位
と
す
る
介
護
休
暇
は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

、
一
日
を
通
じ
四
時
間
（
当
該
介
護
休
暇
と
要
介
護
者

を
異
に
す
る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に

つ
い
て
は
、
当
該
四
時
間
か
ら
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し

な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
限
度
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

11 

時
間
を
単
位
と
す
る
介
護
休
暇
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終

わ
り
に
お
い
て
、
一
日
を
通
じ
四
時
間
（
当
該
介
護
休
暇
と
要
介
護
者
を

異
に
す
る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ

い
て
は
、
当
該
四
時
間
か
ら
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な

い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
限
度
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
当
該
日
の
他
の
休
暇
（
前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
職

務
専
念
義
務
の
免
除
等
及
び
当
該
介
護
休
暇
に
よ
り
そ
の
日
の
全
て
の
正

規
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
日

の
当
該
介
護
休
暇
は
承
認
し
な
い
。 

12
か
ら
16
ま
で 

（
略
） 

 

12
か
ら
16
ま
で 

（
略
） 

（
介
護
時
間
） 

（
介
護
時
間
） 



新 

旧 
第
三
十
条
の
二 

（
略
） 

第
三
十
条
の
二 

（
略
） 

２ 

介
護
時
間
の
承
認
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
一

日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。 

２ 

介
護
時
間
の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
、
一

日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。 

３ 

中
央
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
中
央
区

条
例
第
三
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
一
号
部

分
休
業
」
と
い
う
。
）
又
は
条
例
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
職
員
に
対

す
る
介
護
時
間
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
第

一
号
部
分
休
業
又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な

い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

中
央
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
中
央
区

条
例
第
三
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

又
は
条
例
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
職
員
に
対

す
る
介
護
時
間
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
部

分
休
業 

 
 

又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な

い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

４
か
ら
７
ま
で 

（
略
） 

４
か
ら
７
ま
で 

（
略
） 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

第
三
十
条
の
三 

（
略
） 

第
三
十
条
の
三 

（
略
） 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

、
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
三
十
分
を
単
位
と
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り

に
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
三
十
分
を
単
位
と
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

中
央
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

第
一
号
部
分
休
業
、
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又

は
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け

て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
職
員
に
対
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に

つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
第
一
号
部
分
休
業
、
当
該
育

児
時
間
又
は
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ

た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

中
央
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

部
分
休
業 

 
 

、
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又

は
条
例
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け

て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
職
員
に
対
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に

つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
部
分
休
業 

 
 

、
当
該
育

児
時
間
又
は
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ

た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
。 



新 

旧 
４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

７ 

教
育
委
員
会
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
、
条
例

第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
に
係
る
期
間

の
う
ち
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
日
又
は
時
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。
ま
た
、
中
央
区
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
五

条
の
二
に
規
定
す
る
第
二
号
部
分
休
業
に
係
る
申
出
（
申
出
内
容
の
変
更

に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
部
分

休
暇
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

７ 

教
育
委
員
会
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
、
条
例

第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
に
係
る
期
間

の
う
ち
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
日
又
は
時
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

８
か
ら
10
ま
で 

（
略
） 

８
か
ら
10
ま
で 

（
略
） 

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
三
十
条
の
八 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則

で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
「
出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
制
度
又
は
措
置
と
す
る
。 

 

 

一 

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務 

 

二 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業 

 
 

三 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
深
夜
勤
務
の
制
限 

 
 

四 

条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

 
 

五 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

 

六 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
間 

 
 

七 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
産
支
援
休
暇 

 
 

八 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇 

 
 

九 

条
例
第
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇 

 



新 

旧 
第
三
十
条
の
九 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 
一 

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等 

 

二 

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
先
、
申
告
先
又
は
申
請
先 

 

三 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
育

児
時
短
勤
務
手
当
金
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
に
関
す
る
必
要
な

事
項 

 

第
三
十
条
の
十 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
職
員
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
項
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
場
合

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
（
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に

つ
い
て
は
、
当
該
職
員
が
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

一 

面
談
に
よ
る
方
法 

 

二 

書
面
を
交
付
す
る
方
法 

 

三 

電
子
メ
ー
ル
等
の
送
信
に
よ
る
方
法
（
当
該
職
員
が
当
該
電
子
メ
ー 

 

ル
等
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
に
限
る
。
） 

 

第
三
十
条
の
十
一 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
三

号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

 

一 

始
業
又
は
終
業
の
時
刻 

 

二 

勤
務
の
場
所 

 
 

三 

業
務
量
の
調
整 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
事
項 

 



新 

旧 
第
三
十
条
の
十
二 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
二
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定

め
る
期
間
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
の
子
が
、
一
歳
十

一
月
に
達
す
る
日
の
翌
々
日
か
ら
二
歳
十
一
月
に
達
す
る
日
の
翌
日
ま
で

の
一
年
間
と
す
る
。 

 

第
三
十
条
の
十
三 
条
例
第
十
八
の
六
第
二
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則

で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
「
育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
制
度
又
は
措
置
と
す
る
。 

 

 

一 

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務 

 

二 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業 

 
 

三 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
深
夜
勤
務
の
制
限 

 
 

四 

条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

 

五 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
の
制
限 

 

六 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
看
護
等
の
た
め
の
休
暇 

 
 

七 

条
例
第
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇 

 

第
三
十
条
の
十
四 

条
例
第
十
八
条
の
六
第
二
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規

則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

 

一 

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等 

 

二 

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
先
、
申
告
先
又
は
申
請
先 

 

附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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